
中期目標・中期計画に掲げる項目の他団体比較
【都道府県】 【指定都市】

埼玉県 広島県 広島市

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 地方独立行政法人広島県立病院機構 地方独立行政法人広島市立病院機構

R. 3. 4. 1設立 R. 7. 4. 1設立 H.26. 4. 1設立

第１期：R３～R７（５年間） 第１期：R７～R12（５年間） 第３期：R４～R７（４年間）

第１　中期目標の期間 第１　中期目標の期間 第１　中期目標の期間

第２　高度医療・人材育成拠点の整備

　　１　高度医療・人材育成拠点が果たすべき役割

　　 （１）高度急性期医療機能

　　 （２）医療人材育成機能

　　 （３）広島県の医療提供体制を支える機能

　　２　高度医療・人材育成拠点の整備に向けた取組

　　 （１）高度急性期医療機能

　　 （２）医療人材育成機能

　　 （３）広島県の医療提供体制を支える機能

第２　県民に対して提供するサービス
第２　その他の業務の質の向上に関する事項

第３　県民に対して提供するサービスその他の業務
　　　 の質の向上に関する事項　

第２　市民に対して提供するサービス
第２　その他の業務の質の向上に関する事項

第２１　 高度専門・政策医療の持続的提供と
　　　　　地域医療への貢献

　　 １　高度医療・人材育成拠点整備までの診療計　　　　
　　　　　画

第２１　 市立病院として担うべき医療

　　　（１）埼玉県立循環器・呼吸器センター 　　　（１）県立広島病院 　　　（１）広島市民病院、安佐市民病院

　　　（２）埼玉県立がんセンター 　　　（２）県立安芸津病院 　　　（２）舟入市民病院

　　　（３）埼玉県立小児医療センター 　　　（３）県立二葉の里病院 　　　（３）リハビリテーション病院・自立訓練施設

　　　（４）埼玉県立精神医療センター 　　 ２　患者の視点に立った医療の提供 第２２　 医療の質の向上

第２２　 患者の視点に立った医療の提供 　　　（１）医療の標準化と最適な医療の提供
　　　（１）医療需要の変化、医療の高度化への
　　　　　 対応

　　　（１）患者等の満足度向上 　　　（２）患者等の満足度の向上 　　　（２）チーム医療の推進

           ア患者サービスの向上 　　　（３）積極的な情報発信 　　　（３）医療安全対策の強化

           イ患者支援体制の充実 　　 ３　安全・安心な医療の提供 　　　（４）医療に関する調査・研究の実施

　　　（２）積極的な情報発信 　　　（１）医療安全対策の推進 　　　（５）災害医療体制の充実

　　　（３）医療の標準化と最適な医療の提供 　　　（２）適切な情報管理 　　　（６）感染症医療体制の充実

第２３　 安全で安心な医療の提供       ４　災害や公衆衛生上の緊急事態への対応 第２３　 患者の視点に立った医療の提供

　　　（１）医療安全対策の推進と適切な情報管理 　　　（１）災害医療における緊急事態への対応 　　　（１）病院情報・医療情報の発信

　　　（２）感染症対策の強化 　　　（２）公衆衛生上の緊急事態への対応 　　　（２）法令・行動規範・倫理の遵守

　　　（３）災害対策の推進 　　 ５　医療に関する調査・研究の実施 　　　（３）安心で最適な医療の提供

　　　（４）患者サービスの向上

第２４　 地域の医療機関等との連携

　　　（１）地域の医療機関との役割分担と連携

　　　（２）地域の医療機関への支援

　　　（３）保健機関、福祉機関との連携

第２５　 市立病院間の連携の強化

第２６　 保健、医療、福祉、教育に係る
　　　　　行政分野への協力

第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項 第４　業務運営の改善及び効率化に関する事項 第３　業務運営の改善及び効率化に関する事項

第２１　 優れた経営体に向けた組織づくり 　　 １　優れた経営体制の確立 第２１　 業務運営体制の確立

　　　（１）業務運営体制の構築 　　　（１）業務運営体制の構築 第２２　 人材の確保、育成

　　　（２）業績評価指標による改善活動 　　　（２）中期目標達成に向けた取組 第２３　 弾力的な予算の執行、組織の見直し

　　　（３）勤務環境の向上 　　　（３）効果的・効率的な業務運営
第２４　 意欲的に働くことのできる、働きやすい
　　　　　職場環境づくり

第２２　 人材の確保と資質の向上 　　　（４）働きやすい勤務環境の整備 第２５　 外部評価等の活用

　　　（１）医療人材の確保 　　 ２　医療人材の確保・育成

　　　（２）人材の育成 　　　（１）医療人材の確保

　　　（３）職員の経営参画意識の向上 　　　（２）医療人材の育成

第２３　 経営基盤の強化

　　　（１）収入の確保

　　　（２）費用の削減

第４　財務内容の改善に関する事項 第５　財務内容の改善に関する事項 第４　財務内容の改善に関する事項

　　 １　収入の確保 第２１　 経営の安定化の推進

　　 ２　経費の削減

　　 ３　的確な投資の実施と効果の検証

第５　県の保健医療行政への協力と
　　　 災害発生時の支援

第６　その他業務運営に関する重要事項 第６　その他業務運営に関する事項　 第５　その他業務運営に関する事項

第２１　 法令・社会規範の順守 　　 １　法令・社会規範の遵守 第２１　 広域的な医療提供体制の強化

第２２　 計画的な施設及び医療機器の整備  　　２　県立安芸津病院の耐震化 第２２　 法人の経営環境等の変化への対応

第２３　 埼玉県立精神医療センター建替えの検討 　　 ３　地域社会への貢献
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